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防災気象情報発表時の対応について 

 

防災気象情報の運用の変更にともない，本校においても，「呉市」に「『警戒レベル３相当（河川

氾濫，大雨，土砂災害）以上』または『気象等（暴風，暴風雪）の特別警報又は警報』」（以下「警戒

レベル等」といいます）が発表された場合の対応を次のように変更いたします。内容を確認の上，

ご協力お願いいたします。 

なお，「警戒レベル等」については，ＮＨＫが発信する情報を,テレビやインターネット等でご確認

ください。（「広島・呉地方」ではなく，「呉市」で確認してください。） 
 

１ 登校前に「警戒レベル等」が発表された場合            

午前６時３０分の時点で，１つ以上の「警戒レベル等」が発表されている場合は，「自宅待

機」とします。この時点で，tetoru 配信や電話連絡はしませんので，報道等で確認してくだ

さい。（７時以降に tetoru 配信のみ行います。） 

午前６時３０分以降でも，登校前に「警戒レベル等」が発表された場合は「自宅待機」で

す。 

自宅待機後，午前１１時までに「警戒レベル等」が解除された場合は，次のように対応し

ます。登校する場合は，安全に注意し登校させてください。対応の確認連絡は tetoru配信

のみ行います。 

午前１１時までに解除された場合 
・昼食を済ませてから１３時３０までに登校 

・５校時（１３：４５）から授業開始 

午前１１時までに解除されなかった場合 ・臨時休業 

２ 登校のため自宅を出発後，始業時刻までに「警戒レベル等」が発表された場合 

登校後，下校が「安全」と判断される場合には，帰宅させ「自宅待機」とします。安全と判

断されない場合には「学校待機」とします。生徒が学校待機後，１１時までに「警戒レベル

等」が解除されなければ，「安全」と判断した後に保護者に連絡して下校させます。 

３ 生徒が登校後，「警戒レベル等」の発表や地震・事件等が発生した場合 

   学校に待機させ，「安全」と判断した後に下校します。早めの下校が「安全」と判断される

場合は，下校時刻を繰り上げて下校します。 

※ 下校時刻の時点でも「警戒レベル等」が解除されない場合で，「安全」が確保できない

と判断した場合は，お迎えをお願いします。（引き渡しカードに記載されている方に生徒

を引き渡します。） 

   ※  学校に待機しているときに，保護者が迎えに来られる場合は学校に連絡をお願いし

ます。（引き渡しカードに記載されている方に生徒を引き渡します。） 

   ※  事件・事故が発生して待機させる時と下校する時にはメール配信をします。 

 


